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主任相談支援員
（240人）

相談支援員
（480人）

就労支援員

（合同開催）
400人

就労支援員

就労準備支援事業従事者

共通
課程

都道府県研修
（10.5時間以上）

※ブロック別研修の受講
でも代替可能

【 国の役割 】

都道府県主催研修 （任意実施）

【 都道府県の役割 】

各 17.5時間程度

家計改善支援事業従事者
３００人

※ この他、国研修を受講できなかった新任者等を対象とした
基礎研修も実施されたい。

令和３年度 人材養成研修の全体像

※ 就労準備支援事業従事者・家計改善支援事業従事者においては、
都道府県研修参加は修了証発行要件ではないが、
自立相談支援員と連携を強化するためにも参加することが望ましい。

1

担当者研修
（都道府県研修企画立案のための研修）

（150人：12時間程度）

テーマ別研修（ひきこもり研修）
（240人：18時間程度）

支援員を支える仕組み作り及びスーパーバ
イズに関する都道府県職員に対する研修

（240人：6時間程度）

新

【参考】
令和3年11月に全国研修の位置付けとして「第8回生活困窮者自立支援全国
研究交流大会」が実施予定のため、積極的に参加されたい。


